
年金記録確認栃木地方第三者委員会（第 10 回）議事要旨 

 

１．日 時 平成 19 年 10 月３日（水）９時 30 分から 12 時 00 分 

 

２．場 所 宇都宮地方合同庁舎３階共用会議室 

 

３．出席者 

  （委員会）渡辺委員長、安納委員長代理、唐木田委員、小針委員、田中委員 

  （事務室）上田所長、三浦室次長、阿久津主任調査員、内田調査員、永田調査員、 

       菅野調査員、新関調査員 

 

４．議題 

  (1) 受付状況の報告 

  (2) 継続事案の進ちょく状況報告 

  (3) 事案の検討 

  (4) その他 

 

５．会議経過 

  (1) 委員長から受付状況について報告が行われた。 

  (2) 継続事案となっている案件の進ちょく状況について、事務局から説明が行われた。 

  (3) 継続及び新規の国民年金事案について、事案の概要について事務局から説明があ

り、審議を行った。 

審議した事案のうち、国民年金保険料の納付記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案２件を決定した。 

  (4) 次回は、10 月 10 日（水）９時 30 分に開催することとなった。 

 

 

文 責 ： 事 務 局 

後日修正の可能性あり  

 



年金記録確認栃木地方第三者委員会（第 11 回）議事要旨 

 

１．日 時 平成 19 年 10 月 10 日（水）９時 30 分から 12 時 00 分 

 

２．場 所 宇都宮地方合同庁舎３階共用会議室 

 

３．出席者 

  （委員会）渡辺委員長、安納委員長代理、唐木田委員、小針委員、田中委員 

  （事務室）上田所長、三浦室次長、阿久津主任調査員、内田調査員、永田調査員、 

       菅野調査員、太田代調査員 

 

４．議題 

  (1) 受付状況の報告 

  (2) 継続事案の進ちょく状況報告 

  (3) 事案の検討 

  (4) その他 

 

５．会議経過 

  (1) 委員長から受付状況について報告が行われた。 

  (2) 継続事案となっている案件の進ちょく状況について、事務局から説明が行われた。 

  (3) 継続及び新規の国民年金事案並びに新規の厚生年金事案について、事案の概要に

ついて事務局から説明があり、審議を行った。追加調査が必要なため継続審議する

こととなった。 

  (4) 次回は、10 月 17 日（水）９時 30 分に開催することとなった。 

 

 

文 責 ： 事 務 局 

後日修正の可能性あり  

 



年金記録確認栃木地方第三者委員会（第 12 回）議事要旨 

 

１．日 時 平成 19 年 10 月 17 日（水）９時 30 分から 12 時 00 分 

 

２．場 所 宇都宮地方合同庁舎３階共用会議室 

 

３．出席者 

  （委員会）渡辺委員長、安納委員長代理、唐木田委員、小針委員、田中委員 

  （事務室）上田所長、三浦室次長、阿久津主任調査員、内田調査員、永田調査員、 

       菅野調査員、太田代調査員 

 

４．議題 

  (1) 受付状況の報告 

  (2) 継続事案の進ちょく状況報告 

  (3) 事案の検討 

  (4) その他 

 

５．会議経過 

  (1) 委員長から受付状況について報告が行われた。 

  (2) 継続事案となっている案件の進ちょく状況について、事務局から説明が行われた。 

  (3) 継続及び新規の国民年金事案について、事案の概要について事務局から説明があ

り、審議を行った。 

審議した事案のうち、１件の事案について国民年金保険料の納付記録の訂正の必

要はないと判断した。 

  (4) 次回は、10 月 23 日（火）９時 30 分に開催することとなった。 

 

文 責 ： 事 務 局 

後日修正の可能性あり  

 



年金記録確認栃木地方第三者委員会（第 13 回）議事要旨 

 

１．日 時 平成 19 年 10 月 23 日（火）９時 30 分から 12 時 00 分 

 

２．場 所 宇都宮地方合同庁舎３階共用会議室 

 

３．出席者 

  （委員会）渡辺委員長、安納委員長代理、唐木田委員、小針委員、田中委員 

  （事務室）三浦室次長、阿久津主任調査員、内田調査員、永田調査員、 

       菅野調査員、新関調査員 

 

４．議題 

  (1) 受付状況の報告 

  (2) 継続事案の進ちょく状況報告 

  (3) 事案の検討 

  (4) その他 

 

５．会議経過 

  (1) 委員長から受付状況について報告が行われた。 

  (2) 継続事案となっている案件の進ちょく状況について、事務局から説明が行われた。 

  (3) 継続及び新規の国民年金事案について、事案の概要について事務局から説明があ

り、審議を行った。 

審議した事案のうち、国民年金保険料の納付記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案３件を決定するとともに、２件の事案について国民年金保険料の納付記録の訂

正の必要はないと判断した。 

  (4) 次回は、11 月 1 日（木）９時 30 分に開催することとなった。 

 

文 責 ： 事 務 局 

後日修正の可能性あり  
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